自主点検（R７　京都府）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　【介護予防福祉用具貸与】

	主眼事項
	着　　眼　　点　　等
	評価
	備考

	第１の１
　指定介護予防サービスの事業の一般原則

	□　利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めているか。◆平18厚令35第３条第１項　
□　指定介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めているか。◆平18厚令35第３条第2項　
□　利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。◆平18厚令35第３条第3項　
□　利用者の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対する研修の実施その他の必要な措置を講じるよう努めているか。　◆平２４府条例２７第３条
□　指定介護予防サービスを提供するに当たっては、法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めているか。◆平18厚令35第３条第４項　
	適
・
否
	責任者等体制の有・無
研修等実施の有・無

	第１の２　　　
　　基本方針
＜法第１１５条の３第１項＞
	□　その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものとなっているか。◆平１８厚令３５第２６５条
	適
・
否
	

	第１の３　　　
暴力団の排除
	□　管理者及び従業者（利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務の全部又は一部について一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該管理者の権限を代行し得る地位にある者）は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員ではないか。◆平２４府条例２７第４条
□　前項の事業所は、その運営について、暴排条例第２条第４号に規定する暴力団員等の支配を受けていないか。　◆平２４府条例２７第４条
	適
・
否
	

	第２　人員に関
　する基準
＜法第１１５条の４第１項＞

	□　福祉用具専門相談員（介護保険法施行令（平成10年政令第412号）第４条第１項に規定する福祉用具専門相談員をいう。）の員数は、常勤換算方法で、２以上となっているか。◆平１８厚令35第２６６条１項
□　指定介護予防福祉用具貸与事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定介護予防福祉用具貸与事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。◆平１８厚令35第２６６条２項
　一　指定福祉用具貸与事業者
　　　　指定居宅サービス等基準第194条第１項
　　二　指定特定福祉用具販売事業者
    　  指定居宅サービス等基準第208条第１項
　　三　指定特定介護予防福祉用具販売事業者
　　　　指定介護予防サービス等基準第282条第１項
□　専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。
　管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
◆平１８厚令35第２６７条　
◎　その取扱いについては、基本的には、福祉用具貸与に係る取扱いと同様である。◆平１１老企２５第４の一
	適
・
否
	

	第３　設備に関
　する基準
＜法第１１５条の４第２項＞

	□　事業の運営を行うために必要な広さを有しているか。
□  福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材を有するほか、サービスの提供に必要なその他の設備、備品等を備えているか。
□  上記の設備及び器材の基準は、次のとおりとなっているか。
　①　福祉用具の保管のために必要な設備
  　ア　清潔であること。
  　イ　既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。
　②  福祉用具の消毒のために必要な器材
      当該事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。
　　◆平１８厚令３５第２６８条
◎　その取扱いについては、基本的には、福祉用具貸与に係る取扱いと同様である。◆平１１老企２５第４の一
	適
・
否
	

	第４　運営に関
　する基準
＜法第１１５条の４第２項＞
	◎　その取扱いについては、基本的には、福祉用具貸与に係る取扱いと同様である。◆平１１老企２５第４の一
	適
・
否
	

	１　介護予防サ
　ービス費の支
　給を受けるた
　めの援助
	□　サービスの提供の開始に際し、利用申込者が施行規則第83条の９各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の介護予防サービス費の支給を受けるために必要な援助を行っているか。
　　◆平１８厚令３５第４９条の９準用
	適
・
否
	【事例の有・無】
あれば対応内容

	第５　介護予防
　のための効果
　的な支援の方
　法に関する基
　準
　＜法第１１５条の３第１項＞
１　指定介護予
　防福祉用具貸
　与の基本取扱
　方針
	□  利用者の介護予防資するよう、その目標を設定し、計画的に行われているか。◆平１８厚令３５第２７７条第１項
□  自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図っているか。◆平１８厚令３５第２７７条第２項
□  利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たっているか。◆平１８厚令３５第２７７条第３項
□  利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めているか。◆平１８厚令３５第２７７条第４項
  ◎　「利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う」ことを基本として、利用者のできる能力を阻害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮すること。◆平１１老企２５第４の三９（１）
	適
・
否
	【自主点検の有・無】

	２　指定介護 
　予防福祉用
　具貸与の具
　体的取扱方
　針
　　　　　　 
　　　　　   
　　　　　  　
	□　サービスの提供に当たっては、主治医又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行い、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具貸与に係る同意を得ているか。◆平１８厚令３５第２７８条第１号
◎　「利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う」ことを基本として、介護予防福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具を適切に選定し、個々の福祉用具の貸与について利用者に対し、説明及び同意を得る手続きを規定したものである。
◆平１１老企２５第４の三９（２）①
□　サービスの提供に当たっては、介護予防福祉用具貸与計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行っているか。
◆平１８厚令３５第２７８条第２号
□　サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行っているか。◆平１８厚令３５第２７８条第３号
□　指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた居宅サービスの担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行っているか。
　◆平１８厚令３５第２７８条第４号
　◎　対象福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、同条第４号の規定に基づき、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることや、それぞれのメリット及びデメリット等、利用者の選択に当たって必要な情報を提供しなければならない。
また、提案に当たっては、利用者の身体状況や生活環境等の変化の観点から、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者等から聴取した意見又は、退院・退所時カンファレンス又はサービス担当者会議といった多職種による協議の結果を踏まえた対象福祉用具の利用期間の見通しを勘案するものとする。
なお、提案に当たっては、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士からのいずれかの意見を介護支援専門員等と連携するなどの方法により聴取するものとするが、利用者の安全の確保や自立を支援する必要性から遅滞なくサービス提供を行う必要があるなど、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
　◆平１１老企２５第４の三９（２）②
□　サービスの提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行っているか。◆平１８厚令３５第２７８条第５号
□  サービスの提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書（当該福祉用具の製造事業者、介護予防福祉用具貸与事業者等の作成した取扱説明書をいう。）を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行っているか。◆平１８厚令３５第２７８条第６号　　平１１老企２５第４の三９（２）②
◎　自動排泄処理装置等の使用に際し、衛生管理の面から注意が必要な福祉用具については、利用者又は家族等が日常的に行わなければならない衛生管理（洗浄、点検等）について十分説明するものとする。◆平１１老企２５第４の三９（２）③
□　サービスの提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行っているか。◆平１８厚令３５第２７８条第７号
◎　特に自動排泄処理装置等の使用に際し、衛生管理の面から注意が必要な福祉用具については、当該福祉用具の製造事業者が規定するメンテナンス要領等に則り、定期的な使用状況の確認、衛生管理、保守・点検等を確実に行うこと。◆平１１老企２５第４の三９（２）④
□　指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っていないか。◆平１８厚令３５第２７８条第８号
□　身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しているか。
　◆平１８厚令３５第２７８条第９号
◎　同条第８号及び第９号は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。
また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。
なお、居宅基準第204条の２第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存しなければならない。　◆平１１老企２５第３の十－３(3)⑤準用
□　サービスの提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供しているか。
　◆平１８厚令３５第２７８条第10号
　◎　提供に当たっては、現在の利用者の心身の状況及びその置かれている環境等に照らして行うこと。
　◆平１１老企２５第４の三９（２）⑤
注　指定福祉用具貸与に係る福祉用具専門相談員の業務の方針、手続を明確にしたものであり、福祉用具専門相談員は原則としてこれらの手続を自ら行う必要がある。
    　ただし、修理については、専門的な技術を有する者に行わせても差し支えないが、この場合にあっても、専門相談員が責任をもって修理後の点検を行うこと。◆平１１老企２５第４の三９（２）③
	適
・
否
	拘束事例
               人
それぞれ記録確認
三要件の検討状況の確認
「身体拘束に関する説明書・経過観察記録
専門相談員自ら行って
いるか（修理除く）

	３　介護予防福　祉用具貸与計　画の作成

	□ 福祉用具専門相談員は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間、介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握（モニタリング）を行う時期等を記載した介護予防福祉用具貸与計画を作成しているか。
指定特定介護予防福祉用具販売の利用がある場合は、特定介護予防福祉用具販売計画と一体のものとして作成しているか。
◆平１８厚令３５第２７８条の２第１項
◎　介護予防福祉用具貸与計画の作成にあたって、福祉用具の利用目標、具体的な福祉用具の機種、当該機種を選定した理由、当該介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握（モニタリング）を行う時期等を明らかにすること。その他、関係者間で共有すべき情報（福祉用具使用時の注意事項等）がある場合には、留意事項に記載すること。
　　　なお、介護予防福祉用具貸与計画の様式については、各事業所ごとに定めるもので差支えない。◆平１１老企２５第４の三９（３）①
□　介護予防福祉用具貸与計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しているか。◆平１８厚令３５第２７８条の２第２項
◎　介護予防福祉用具貸与計画を作成後に介護予防サービス計画が作成された場合には、当該介護予防福祉用具貸与計画が介護予防サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとする。◆平１１老企２５第４の三９（３）②
□　福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ているか。◆平１８厚令３５第２７８条の２第３項
□　福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画を作成した際には、当該介護予防福祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しているか。
　　◆平１８厚令３５第２７８条の２第４項
□　福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から、必要に応じ、モニタリングを行っているか。ただし、対象福祉用具に係る介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から６月以内に少なくとも１回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行っているか。
◆平１８厚令３５第２７８条の２第５項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しているか。◆平１８厚令３５第２７８条の２第６項
◎　サービスが介護予防サービス計画に即して適切に提供されているかどうか、また、当該計画策定時からの利用者の身体の状況等の変化を踏まえ、利用中の福祉用具が適切かどうか等を確認するために行うものであり、必要に応じて行うこととしている。
◆平１１老企２５第4の三９（3）④
□　福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防福祉用具貸与計画の変更を行っているか。
　　　◆平１８厚令３５第２７８条の２第７項
　◎　同条第５項から第７項までは、福祉用具専門相談員に対して、介護予防福祉用具貸与計画に記載した時期にモニタリングを行うとともに、その際、介護予防サービスの提供状況等について記録し、その記録を指定介護予防支援事業者に報告することを義務づけるものである。当該報告は、介護予防支援事業者において、介護予防福祉用具貸与が介護予防サービス計画に即して適切に提供されているかどうか、また、当該介護予防福祉用具貸与計画策定時からの利用者の身体の状況等の変化を踏まえ、利用中の福祉用具が適切かどうかなどを確認するために行うものである。福祉用具専門相談員は、当該モニタリングの結果により、解決すべき課題の変化が認められるなどの場合においては、当該担当する介護予防支援事業者とも相談の上、必要に応じて当該介護予防福祉用具貸与計画の変更を行うこと。
また、対象福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用開始時から６月以内に少なくとも１回モニタリングを行い、福祉用具の利用の必要性を確認するとともに、必要に応じて、利用者の選択に当たって必要な情報の提供を行う。当該検討に当たっては、リハビリテーション会議又はサービス担当者会議といった多職種が協議する場を活用するほか、関係者への聴取による方法も考えられる。なお、やむを得ない事情により利用開始時から六月以内にモニタリングを実施できなかった場合については、実施が可能となった時点において、可能な限り速やかにモニタリングを実施するものとする。◆平１１老企２５第4の三９（3）④
□　上記の規定は、介護予防福祉用具貸与計画の変更について準用しているか。◆平１８厚令３５第２７８条の２第８項
	適
・
否
	計画の作成状況
(    )件／全(    )件
※全利用者作成しているか
サービス担当者会議への出席状況及び会議内容の記録、計画への反映確認
ケアプランの入手確認
必要な理由の確認
ケアプランの内容と整合がとれているか
・目標の内容・期間
説明の方法確認
同意は文書か
交付したことの記録
→＜　有・無　＞
モニタリング記録の確認（報告記録を確認）
計画見直しの頻度確認
区分変更のあったものの見直し時期確認

	第６　変更の届
　出等
　＜法第１１５条の５＞

	□　事業所の名称及び所在地その他施行規則第140条の22で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該事業を再開したときは、同条で定めるところにより、10日以内に、その旨を京都府知事に届け出ているか。
	適
・
否
	

	第７　介護給付
　費の算定及び
　取扱い
＜法第５３条第２項＞
	事業所において、指定介護予防福祉用具貸与を行った場合に、現に指定介護予防福祉用具貸与に要した費用の額を当該事業所の所在地に適用される１単位の単価で除して得た単位数（１単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数）としているか。
ただし、１月当たりの平均貸与件数が100件以上となったことのある福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与については、別に厚生労働大臣が定める介護予防福祉用具貸与の基準を満たさない指定介護予防福祉用具貸与を行った場合は、介護予防福祉用具貸与費は算定しない。◆平１８厚労告１２７別表９
	適
・
否
	

	１　基本的事項
	□　事業に要する費用の額は、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」の別表「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」により算定されているか。◆平１８厚労告１２７の一
□  事業に要する費用の額は、「厚生労働大臣が定める１単位の単価」に、別表に定める単位数を乗じて算定されているか。◆平１８厚労告１２７の二
　※　１単位の単価は、10円に事業所又は施設が所在する地域区分及びサービスの種類に応じて定められた割合を乗じて得た額とする。◆平27厚労告93一
□ １単位の単価に単位数を乗じて得た額に１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算しているか。◆平１８厚労告１２７の三
	適
・
否
	

	２　高齢者虐待防止未実施減算
	□　別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算しているか。　◆平１８厚労告127別表９注１
　（※） 指定介護予防サービス等基準第276条において準用する同基準第53条の10の２に規定する基準に適合していること。　◆平２７厚労告９５第１２１の３の２
◎　高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、指定介護予防サービス基準第53 条の10の２に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年１回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を京都府知事に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を京都府知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。◆平18老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号 別紙１ 第２の10（1）
　Ｒ６Ｑ＆Ａ　Vol.１　問167
　・　高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなされていなければ減算の適用となる。
　・　なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。
　Ｒ６Ｑ＆Ａ　Vol.１　問168
　・　過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」となる。
　Ｒ６Ｑ＆Ａ　Vol.１　問169
　・　改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支えない。当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から３か月以降に当該計画に基づく改善が認められた月まで継続する。
	適
・
否
	【減算該当の有・無】
虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催の有無　【有・無】
虐待の防止のための指針の有無　【有・無】
虐待の防止のための研修（年１回以上必要　）
年　　月　　　日
担当者名（　　　　　）
令和９年３月31日まで経過措置

	３　業務継続計画未策定減算
	□　別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算しているか。　◆平１８厚労告127別表９注２
　（※）　指定介護予防サービス等基準第276条において準用する同基準第53条の２の２第１項に規定する基準に適合していること。◆平２７厚労告９５第１２１の３の３
◎　業務継続計画未策定減算については、指定介護予防サービス等基準第 53条の２の２第１項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月）から基準を満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。
なお、経過措置として、令和７年３月31日までの間、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。◆平18老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号 別紙１ 第２の10（2）
　　Ｒ６Ｑ＆Ａ　Vol.６　問7
・　感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。
　・　なお、令和３年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継続計画未策定減算の算定要件ではない。
　Ｒ６Ｑ＆Ａ　Vol.１　問166
　・　業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。
　・　例えば、通所介護事業所が、令和７年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合（かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っていない場合）、令和７年10月からではなく、令和６年４月から減算の対象となる。
・　　また、訪問介護事業所が、令和７年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合、令和７年４月から減算の対象となる。
	適
・
否
	令和７年３月31日まで経過措置

	４　搬出入に要
　する費用の取
　扱い
	□　搬出入に要する費用は、現に指定介護予防福祉用具貸与に要した費用に含まれるものとして取り扱っているか。
　　ただし、事業所が別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った場合にあっては、当該指定介護予防福祉用具貸与の開始日の属する月に、事業者の通常の事業の実施地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う場合に要する交通費に相当する額を当該事業所の所在地に適用される１単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該介護予防福祉用具貸与に係る介護予防福祉用具貸与費の100分の100に相当する額を限度として所定単位数に加算する。
◆平１８厚労告１２７別表９注３
	適
・
否
	

	５　中山間地域
　等小規模事業
　所加算
	□　別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準（注）に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った事業所の場合にあっては、当該指定介護予防福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該事業者の通常の事業の実施地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う場合に要する交通費に相当する額の３分の２に相当する額を当該事業所の所在地に適用される１単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防福祉用具貸与費の３分の２に相当する額を限度として所定単位数に加算しているか。◆平１８厚労告１２７別表９注４、平２１厚労告８３一
　注　厚生労働大臣が定める施設基準　◆平２７厚労告９６第８３号
　　　１月当たり実利用者数が５人以下の指定介護予防福祉用具貸与事業所であること。
	適
・
否
	【　算定の有・無　】
該当地域に事業所がある
か
１月当たり実利用者数
                  人

	６　中山間地域
　等サービス提
　供加算
	□　別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて指定介護予防福祉用具貸与を行う場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該事業者の通常の事業の実施地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う場合に要する交通費に相当する額の３分の１に相当する額を当該事業所の所在地に適用される１単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防福祉用具貸与費の３分の１に相当する額を限度として所定単位数に加算しているか。◆平１８厚労告１２７別表９注５
	適
・
否
	

	７　要支援者に
　対する貸与
	□　要支援者に対して、厚生労働大臣が定める介護予防福祉用具貸与及び福祉用具貸与に係る福祉用具の種目（平11厚告93）第１項に規定する車いす、第２項に規定する車いす付属品、第３項に規定する特殊寝台、第４項に規定する特殊寝台付属品、第５項に規定する床ずれ防止用具、第６項に規定する体位変換器、第11項に規定する認知症老人徘徊感知機器及び第12項に規定する移動用リフト（つり具の部分を除く。）及び第13項に規定する自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。）に係る指定介護予防福祉用具貸与を行った場合に、指定介護予防福祉用具貸与費を算定していないか。ただし、別に厚生労働大臣が定める者に対する場合については、この限りでない。◆平１８厚労告１２７別表９注６
　◎　要支援１又は要支援２の者（軽度者）に係る指定介護予防福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい種目に対しては、原則として算定できない。
　　しかしながら、平２７厚告９４第３１号注イで定める状態像に該当する者については、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について指定介護予防福祉用具貸与費の算定が可能である。◆平１８老計発０３１７００１別紙１第２の１０（２）
　※　自動排泄処理装置とは、尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの（交換可能部品（レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの）等を除く。）。◆平１１厚告９３の１３
	適
・
否
	【　事例の有・無　】
有の場合、該当項目確
認

	８　サービス種
　類相互の算定
　関係
	□　介護予防特定施設入居者生活介護費又は介護予防認知症対応型共同生活介護費を算定している場合は、介護予防福祉用具副用具貸与費は算定していないか。◆平１８厚労告１２７別表９注７
	適
・
否
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